
ビジネスサポートクラブ及びシェアオフィス利用申込確認書

シェアオフィスは「ビジネスサポートクラブ」にご入会頂くことにより利用（契約）が可能となります。

（申込より最短で7日後に利用可能となります。個室の利用はご予約制にてご利用いただけます。）

上記の手続完了をもって正式申込とし、審査を開始いたします。口頭による仮押さえはいたしかねますのでご了承下さい。

審査結果は原則3日以内にご連絡いたします。お申込の内容によってはお断りする場合がございますが、その際の理由に

ついては一切申し上げられません。
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上記内容を承諾のうえ、ビジネスサポートクラブ加入及びシェアオフィスサービス申込を致します。

▲ Fax:03-5213-0488

申込書類の送付

● 申込時に以下の書面を提出願います。（ファックスにてご送付下さい）

　　　※審査状況により別途書類をご提出頂く場合がございます。

　 1.　本書（署名・捺印済み）

　　2.　ビジネスサポートクラブ入会兼スマートオフィス利用申込書（署名・捺印済み）

　　3.　ビジネスサポートクラブ会員規約（署名・捺印済み）

   4. 電話秘書サービス登録申込書（内容記入・署名・捺印済み）

　　5.　審査時必要書類

　　　　　個人契約：運転免許証・健康保険証・住民基本台帳カード・印鑑証明書のいずれか1点　　

　　　　　法人契約：商業登記簿謄本、代表者の公的身分証明書コピー、会社概要（または業務経歴書）

1. 住民票　　2. 印鑑証明書　　3. 公的身分証明書コピー

1. 商業登記簿謄本　　2. 商業印鑑証明書　　3. 代表者の公的身分証明書コピー

※住民票・商業登記簿謄本・印鑑証明書については発行後３ケ月以内のものをご用意下さい。

※公的身分証明書：免許証・パスポート・健康保険証＋顔写真（別添）・住民基本台帳カード＋顔写真（別添）のいずれか

※月々の利用料金等のお支払方法は契約名義からの口座振替のみとなりますので、口座・届出印のご用意をお願いします。
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● オフィスの住所は、ビジネス上の表記住所として利用はできますが、許認可申請に利用することはできません。

● 郵便物は毎週月曜日にメール便または普通郵便でご指定先に転送いたします。また、宅配便は宅配便業者からの不在票を

　　　転送いたします。荷物の転送費用は実費負担となります。 

● FAX番号は全ご利用者共通となります。受信した書面をメールまたはファックスにて転送いたします。 

● 会議室はWeb予約制によりご利用いただけます。(利用可能日時：平日10:00～18:00) 

▲
▲

▲
▲

● 申込書に虚偽の記載があった場合（利用契約締結後であっても直ちに利用停止の措置を取らせていただきます。）

● 審査承認の翌日から起算して7日以内に契約がなされなかった場合

● 審査承認後に申込人都合、または上記要項によりキャンセルとなった場合、手付金は返還されません。

　　　※審査承認以前は振込により全額返還されます。但し、振込手数料は申込人負担。

　　　※審査終了後は各種設定費用を頂戴いたします。（金額はお申込サービスにより異なります）

みずほ銀行　新宿支店　普通　2041172　　カ）アセットデザイン

▼

申込金のお振込

● 申込時に「申込金」として10,000円を下記口座宛てまでお振込み下さい。

　　　(現金による申込金受領は不可。振込名義は必ず申込者名義でお願いします。)

申込金は審査承認後、手付金となります。審査承認は口頭による連絡または文書にて通知します。
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ビジネスサポートクラブ会員規約

〔1〕 会員システム

　　　① ビジネスサポートクラブの施設利用者は、ビジネスサポートクラブ

　　　　　（以下「BSC」といいます）の会員に限られています。BSCの施設利

　　　　　 用を希望されるときは、まずBSC入会手続きが必要となります。

　　　② BSCに入会を希望される方は、入会申込書に必要事項を記載し

　　　　　 たうえ、個人会員申込については、身分証明書（運転免許証・

　　　　　 パスポート・住民票の何れか）の写しと保険証の写しを、法人会

　　　　　 員申込については、商業登記簿謄本の写しと代表者の身分証明

　　　　　 書の写しを添えて貸主またはその代理人（以下「施設運営者」

　　　　　 といいます）にご提出ください。なお、入会審査のために別途資料

　　　　　 のご提出をお願いする場合がございます。

　　　③ BSCの入会金は52,500円/税込（レンタルオフィスを利用の場合

　　　　　 のみ）、年会費は個人・法人会員を問わず31,500円/税込（バー

　　　　　　チャルオフィスサービスのスタンダード会員の場合は10,500円）

　　　　　 となります。

　　　④ 初年度年会費は契約時にお支払ください。次年度以降の年会費

　　　　　　支払については、施設運営者から書面にて通知しますので、所定

　　　　　　の期日までに施設運営者指定の方法によりお支払ください。 年

　　　　　 会費の支払がない場合は、当該年会費の支払期限経過と同時に

　　　　　 会員資格が喪失し、施設利用契約も終了となります。また、年会

　　　　　 費については、BSCのサービス内容により金額が改定される場合

　　　　　 がございますので予めご了承ください。

　　　⑤ 入会及び施設利用の審査結果は、原則としてその翌日に通知い

　　　　　 たします。なお、入会をお断りする場合もございますが、その理由

　　　　　 については一切説明いたしかねますのでご了承ください。

　　　⑥ 審査結果を通知した時点で、申込者はBSC会員資格を取得し、審

　　　　　 査結果の通知を受けた日から7日以内に申込された施設の利用

　　　　　 契約を締結していただきます。

　　　⑦ B S C会員は、BSCが所有または運営する施設を利用できます。

　　　　　 （借換え・借増しを含みます。 ） また、BSC提携会社の各種総合

　　　　　 サービスを無料または特別料金で利用できます。（法人会員は代

　　　　　 表名義人1名の登録とし、その名義人氏名による各種サービスの

　　　　　 ご利用となります。

　　　　　 ご利用サービスについては、随時ホームページまたは文書にてお

　　　　　 知らせいたします。また、提供サービス内容（施設の無償貸与スペ

　　　　　 ースやシステムの変更も含む）において、追加・変更・停止料金改

　　　　　 定の必要があるときは、BSC及び施設運営者の判断によりそれを

　　　　　 行なうことがあります。

　　　⑧ B SC施設の施設利用約款その他合意事項に反する行為があり、

　　　　　 他の会員に障害となる事由があるときは、会員資格を剥奪し施設

　　　　　 の利用契約を解除といたします。なお、契約解除となった場合、

　　　　　 年会費は返還されません。

　　　⑨ BSC会員資格は1年単位とし、施設利用等を1年未満で解約また

　　　　　 は利用停止をした場合においても、年会費の精算はいたしません。

〔2〕 施設利用条件

　　　① 利用資格

　　　　・ 会員と施設利用申込書に記載された同伴者、従業者のみが施設

       　を利用することができます。なお、会員名義で施設を利用せず届

　　　　　 出のない第三者が施設を利用することは認められません。

　　　　・ 法人会員の場合、当該法人の役員及び従業員のみが施設を利

 　　　　　用することができます。鍵引渡し時に、社員証その他身分を証明

　　　　　 するものを提示していただき、その写しを取らせていただきます。

　　　　　 なお、利用者を追加または変更する場合は、所定の届出書及び

　　　　　 必要書類の提出が必要になります。

　　　② 施設内総費用の負担

　　　　　 施設利用終了後の会員に対する内装の修繕費用等のご請求は

　　　　　 原則ございません。（但し、経年変化による損耗以外の修繕費用

　　　　　 は別途会員負担となります）また、施設利用開始日から7日以内

　　　　　 に施設の内装や諸設備について過度の汚れ、破損等のある場合

　　　　　 は、所定の用紙にその状態を記入のうえ、施設運営者宛にご提

　　　　　 出ください。前記申出の無い場合には、会員が汚損または破損さ

　　　　　 せたものとみなし、施設利用終了後に修繕費用を負担していただ

　　　　　 だきます。

　　　

　

　

以上、ビジネスサポートクラブ会員規約を承諾のうえ、ビジネスサポート

　クラブの入会申込をいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　申込年月日　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　(住所 )

実印
申込者

氏名( 　 　 　 　 )


